
校区内転居について 

 ①担任・PTA地区委員さんに連絡 

 ②引っ越し後に住民移動の手続きをしてください。 

 

区域外就学について 

 転居などで引き続き通学を希望する場合など、一定の理由がある場合は区域外就学が認められます。 

 希望される場合は教育委員会 学校教育課 学務係で手続きしてください。 

 詳細につきましては以下のリンク先のページをご覧ください。 

   ◆リンク先：教育委員会 学校教育課 学務係 

 

海外からの転居・海外への転居 

 詳細につきましては以下のリンク先のページをご覧ください。 

   ◆リンク先：教育委員会 学校教育課 学務係 

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kosodate/gakkou/nyugaku/koukugai.html
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kosodate/gakkou/nyugaku/tennkou.html

